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【いじめ防止の具体的取組み】 

①教職員の取組み 

・学級活動、道徳教育、学校行事を通した「心の教育」の推進 

・学校いじめ対策推進教員を指名し、更なる組織的対応を図る。 

・人権教育に基づく体験活動の充実（ボランティア体験、外国人や 

障がい者との交流、人権講演会、人権課題の理解、人権作文等） 

・朝礼、集会などにおける講話 

・家庭連絡、訪問、地域関係者、関係諸機関、ＳＣ、心のふれあい相

談員、生活支援員、SSWとの情報交換、学校と家庭の連携事業 

・セーフティ教室や情報モラル教室の開催、ＳＮＳルールの策定 

（インターネットやスマートフォンなどの正しい使い方の指導） 

・いじめ、不登校に関する校内研修の充実（生徒理解、生徒指導） 

・学級通信、学年便り、生活指導便りによる情報発信と注意喚起 

②生徒の取組み 

・「思いやり宣言」を軸とし

た生徒会活動の推進 

挨拶運動／ボランティア活動／

委員会活動／部活動／いじめ防

止啓蒙運動／学級目標／朝清掃 

・教職員、保護者、地域の方、

ＳＣ、心のふれあい相談員

SSW 等への相談 

・学校行事、体験活動を通し

た相互理解 

（望ましい人間関係づくり） 

③家庭・地域の取組み 

・家庭での話し合いを通し

た規範意識の高揚 

・地域ぐるみでの生徒の見

守り、学校への連絡、相談

等の協力体制の確立 

・ＰＴＡ活動などへの参加   

・情報モラル教室、セーフテ

ィ教室への参加 

・「開二中ＳＮＳルール」を

利用した家庭におけるＳ

ＮＳルールづくり 

【いじめ早期発見に向けた取組み】 

①教職員の取組み 

・「連絡帳」を活用した生徒との交流（情報の吸い上げ） 

・いじめに関する実態調査「いじめアンケート」の実施（年３回） 

・教育相談（全生徒対象、年１回）、ＳＣとの面談（１学年対象）、 

三者面談（年２回）の実施 

・積極的な生活指導の実践（校内巡視や情報交換・共通理解の徹底） 

・相談室の開放、電話相談窓口、外部相談機関の周知などの体制整備 

・小さな情報でも速やかに情報共有を図る教員体制の確立 

②生徒の取組み 

・学級担任との望ましい信

頼関係づくり（「連絡帳」の

活用、個別面談） 

・教職員への情報提供 

・学級活動や道徳を通した

学び合いと相互理解 

・他者理解活動の推進 

③家庭・地域の取組み 

・生徒の変化に気付く観察

と学級担任との情報交換

（敷居の低い学校） 

・地域ぐるみでの生徒の見

守り、学校への連絡、相談

等の協力体制の確立 

・ＰＴＡ活動への理解 

【いじめに対する措置・対応】 

①教職員の取組み（いじめ防止対策委員会により下記の通り行う） 

・正確な実態把握（当事者双方、周辺生徒からの聞き取り、被害生徒の保護、家庭との連絡・連携） 

・指導体制、方針、支援策の決定（教職員の共通理解、役割分担、関係諸機関との連携） 

・当該生徒への指導、支援（被害者生徒、知らせてきた生徒の不安の除去及び安全確保） 

・教育的配慮のもと、加害者生徒に対する毅然とした態度による指導の徹底と加害に至った心のケア

等の支援 

・当該生徒の保護者への支援と助言（周りで見ていた傍観者にも自分のこととしてとらえさせる指導） 

★いじめ重大事案発生時の対応 

・事案発覚後、速やかに管理職へ報告、対策会議を開催（関係教職員の選別と招集、対応策の検討） 

・臨時保護者会の開催、教育委員会、警察、関係諸機関、専門相談機関との連携・相談・協働 

②家庭・地域の取組み 

・当該生徒の精神的不安を

取り除く話合いと聞き取

り 

・教職員や関係諸機関との

相談、連携、情報交換 

・被害生徒の安全確保 

・加害生徒の継続指導 

学校教育目標 
・自立…よく考える人になろう 
・勤労…すすんで働く人になろう 
・協調…ともにたすけあう人になろう 

いじめ防止対策委員会 家庭・地域との連携 関係機関との連携 


